
 

 

工事特記仕様書 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

（概要） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  市道幹第９４号線外１線雨水管築造工事  

・工事箇所  狭山市入間川地内 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等

に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計書」、

「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（Ｃ

ＯＢＲＩＳ）により作成し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やか

に計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」・「再生資源利用促進実施

書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各１部提出するとともに、これ

らの記録を保存する。  

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画・再生資源利用促進計画を工事現

場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。  

  ○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）  

     ① 500㎥以上の土砂を搬入する工事  

     ② 500ｔ以上の砕石を搬入する工事  

     ③ 200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事  

     ④ 最終請負金額１００万円以上の工事  

  ○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工  

事）  

     ① 500㎥以上の建設発生土を搬出する工事  

     ② アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で   

200ｔ以上搬出する工事  

     ③ 最終請負金額１００万円以上の工事  

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分に

あたり、排出事業者は処理業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処

理計画に添付する。  



 

 

  また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物

処理委託契約を締結する。  

３ 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェス

ト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。  

    ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ2票、Ｄ票、Ｅ票を 

監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には原本を提示しなければなら  

ない。  

    イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提  

示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなけれ  

ばならない。 

 

（土砂等処分先） 

第４条 土砂の処分は下記のとおりとする。  

     ・残土仮置場   狭山市立東中学校跡地  

 

（廃材等搬出先等） 

第５条 本工事によるコンクリート殻の搬出先は下記のとおりとする。ただし、発注後明

らかになった事情により、条件により難い場合は監督員と協議するものとする。  

     ・コンクリート殻  東和アークス株式会社  川越リサイクルセンター  

              川越市南台１－５－７  

     ・アスファルト殻  東亜道路工業株式会社・株式会社佐藤渡辺共同企業体  

埼玉アスコン 

              川越市大字下赤坂１８１７  

 

 

（建設廃棄物の再資源化等）  

第６条 請負者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月

３１日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建

設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければ

ならない。 

    なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及

び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったも

のである。 

２ 請負者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出す

るものとする。 

 ３ 請負者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法



 

 

第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再生資源等報告書」に記載し、発注

者に報告しなければならない。 

  ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日  

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地  

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

   また、同条第１項に基づき特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記

録を作成し、保存しなければならない。 

   なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用【促進】実施書を作成している

場合は、その写しを参考資料として報告に添附するものとする。  

 ４ 請負者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施方針」を遵守

し、建設資材廃棄物の再生資源化に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。  

 ５ 建設汚泥が発生した場合は、監督員と協議すること。  

  なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告する。  

 

 

（再生資源の利用） 

第７条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。  

資 材 名 規  格 備  考 

再生切込砕石 40mm 以下 下層路盤、敷砂利等 

再生粒度調整砕石 40mm 以下 上層路盤等 

再生密粒度アスコン (13)－50 表層 

再生砂 細粒分 含有率 50％未満 管基礎等 

 なお、現場から 40km の範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材

への設計変更の対象とする。 

 

（その他） 

第８条 調達する工事材料は、埼玉県産とするように努めなければならない。  

 

（交通整理員） 

第９条 交通誘導員は、搬出入車両の誘導として１日当り２人を標準とする。  

 但し、発注後、明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と

協議するものとする。 

 

 



 

 

（法定外の労災保険の付保） 

第１０条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。  

 

（工事情報共有システムの活用について） 

第１１条 受注者が希望する工事については、情報共有システムを活用するものとする。  

実施にあたっては「埼玉県建設工事情報共有システム実施要領」に準ずるものとし、疑

義が生じた際には監督員と協議の上、実施方法を決定するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書  

 

（趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファル

ト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定

めるものである。 

 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。  

     ・工 事 名  市道幹第９４号線外１線雨水管築造工事 

     ・工事箇所  狭山市入間川地内 

 

（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。  

 ・種類及び処理量  汚泥（油分を含む汚泥）、０．０３㎥ 

 ・中間処理施設   狭山市広瀬台２－１２－１３、大丸商事(株) 

 ・処理方法     中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）  

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとす

る。 

 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やか

に回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び

処理するものとする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締

結しなければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と

産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

おいて定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するもの

とする。 

 

（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定め

なければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及



 

 

び第３項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。  

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則

として設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監

督員と協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとす

る。 

 


